
経済論叢(京都大学)第 178巻第 2号， 2006年 8月

条件付債務免除に係る会計上@課税上の

一一平成16年12月24日最高裁判決(興銀事件)を題材として一一

中 稔

はじめに

最高裁平成16年12月248第二小法廷判決 (r民集J58巻 9号， 2637ページ)

は，興銀事件の控訴審である東京高裁平成14年3月14日判決 (r判時J1783号，

52ページ)を違法として破棄し，第一審である東京地裁平成13年3月2日判決

(r判時J1742号， 25ページ)を正当として是認して原処分取消しで確定させた。

この事案については訴訟提起に先立つ平成 9年10月27日国税不服審判所の裁決

(東裁(法)平 9第47号)の段階から既に30点を超える評釈がみられるが，

稿では，主に谷口勢津夫「放棄された貸付債権相当額の法人税法上の損金該当

性J(r民商法雑誌J133巻 3号， 504ページ。以下〈谷口評釈〉と称す)，及び

醍醐聡「条件付積権放棄の会計・税務問題J(r東京経済大学会誌J250号， 67 

ページ。以下〈醍醗評釈〉と称す)を取り上げて会計上・課税上の諸問題につ

いて所見を述べる O

E 興銀事f牛と条件付債務免除の解釈

1 興銀事件の争点と条件成就の効力

この事案は住専七社の一つである ]HL杜に対して興銀が有してい

(3760銭円)を平成 8年3月期に直接償却して確定申告を行ったが，

はこれを否認し更正処分に及んだので納税者である興銀が取消し訴訟を提起し

たものである O この事案の争点は 第一に本件債権が平成 8年3月期の時点で
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していたか否かであり? に本件解除条件付債務免絵の効力に

していたか否かであると るのが一般的である。

なかったと判定された場

となり縛るものである。もっとも上記の谷口評釈には，

ったとすれば最高裁は認めなかったjとし貸倒れの判定の上

となり得るとして第一点と第二点との折衷的

いるが，この点については後述するとして，本論では主

点として要約された内容に焦点を当てることにする O

しかし，既に債権が無価値であれば解除条件の成就によって債権が復活した

しても無意味で、あり，また，本件解除条件は不成就の場合は随時であ

るO 成就の場合は平成 8年12月末日の経過を待つ必要があるから，

あったとしても，平成 8年12月末日

よって一部有価値の状態が継続しているかどうかは不明である O

2 平成 8年 8月23自更正通知書の記載

この事案の起点となっ

て次のように記されている O

① 興銀は平成 8年3月期に JHL

たとして，そ

は「平成 8年12月末日までに解散と

する解除条件が付されている O

② 法人税法22条 3項 3号の「損失の額Jは

るO

おける申 1 とし

(3760億円)を債権放棄し

している O この積権放

れないこと」と

した損失の額Jと解され

よる経済的利益が寄附金に該当しない場合，債権放棄による

損失は確定を要すると解されるが 解除条件が付された債権放棄について

は，期末の時点でその条件の成就・不成就が未確定であり，条件が成就す

ると債権放棄が援活するから，債権放棄による損失が確定するのは条件の
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不成就が磯定したとき る と解される O

③ なお，平成8年3月21自 (後の訴訟における乙 l による

と， JHL社には 1兆2103億円の資産があるとされているから，

金は全額回収不能とは認められない。

この更正通知書に先立つ平成 8年6月17司

る申523号証)には，

(訴訟におけ

① 今回の住専処理は， 日まで

に揃っ うのであれば，

される O

② 無条件の債権放棄は，今後， 1也の母体行が揃っ うのであ

れば，その一環として行われたこと

算入される。

れ，平成 8年3月期の損金に

③ 解除条件付の債権放棄は，私法上有効であっても税務上は放棄の実態に

なく， f也の母体行の放棄が揃うまで放棄を留保したものと考えられ，

的に停止条件付の債権放棄と解する O

④ 住専処理に限らず一般に，解除条件付の債権放棄は条件の成就・

によって課税関係が左右され，それを文字通りに解すると

ことにもなり課税上著しい弊害を招くことになる O

とする内容が記されており 更正通知書はこの非公式見解の考え方を基本的に

踏襲し上記の 1の第二点を主たる否認理由とし，第一点を尚警に留めているが，

平成 8年3月21日連絡文書が貸倒れ否認の根拠@資料に成り得るかが最

も重要であったと思われる九

1) 輿銀事件の第一審である東京地裁の審理に提出された被告準備蓄面 (1L)， 25ページにて国税

慨は「平成8年3月21日連絡文書は政府案の実現を前提にするjとして貸倒れ否認の根拠・資料

として薄弱であることを自ら認めている。
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3 平成s年10丹27日裁決の論嵩

国税不服審判所は，前記裁決 (法)平 9年第47号)にて興銀の請求を

斥けているが，それは，①本件解除条件の「平成 8年12月末日までに解散と

れないことJとの内容を実質的に f平成 8年度予算と住専法

(平成 8年法律93号)が成立しないことJと読替えた上で，②本件解除条件は

税務の観点からは実質停止条件と解されるとして，期末の時点で未だ債権放棄

の実態にないとの理由によるものである O

この裁決の結論は請求人・原処分庁の主張・

不服審判所が職権調査権を行使して独自

よるものではなく，国税

よるものである O し

き旨を根拠付けるかし， 昌輔教授が は，

しなし、」と指摘されるように，平成?

と住専法の規定との間には何等の脈絡も見当たらな
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のみならず本裁決は，興銀が平成 8年 3月21日に社の損失分組に関

する連絡j として非母体行に通知した内容を捉えて f期末まで

。農林系統全額弁済について異議なき旨の合意を得ていた

と認められるj としながら， Iこの合意はあくまで平成 8年度予算と

とし，それに至る合意の形成過程に過ぎなしづとしており?

ここでも と住専法の成立にかからしめているので

ある O

そこで以下では平成 8 と住専法の成立時期が如何なる る

かにつL らかにする O

平成 8年度予算と住専;去の成立の意味

先ず¥平成 8年度予算について ロス」 れ

2) 武田昌輔「母体行の解除条件付債権放棄と貸倒損失に関する裁決についてJr金法j1510号，

33ページO
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る6800銭円の公的資金が盛り込まれており この予算案が摺会に提出されたの

は平成 8年 1月24日であり 衆院を通過し事実上成立したのは同年4月11日で

ある O

この公的資金投入について，平成10年8月27日衆院予算委員会において，宮

「この投入によって救われたのは系統金融機関とその預金者

であり，このことは明々白々

成 7年12月20日

と答弁しているヘこの答弁は遡って平

て村山富市内閣総理大臣が「公的資金の投入

は農村救済の一環Jと している O

しかし，平成 8年 3月当時の新聞報道は，公的資金投入の日的を唆昧にして，

，公的資金の削減と銀行批判を煽るといった備った報道に終始している。

したがって，予算や住専法の審議に携わる与野党議員の認識と

る新開記事との間に棺当のギャップがあることに留意すべきである。

-社会党・新党さきがけの三党は与党連立を組んでおり，衆@

参両院で臣倒的多数を擁していた。それを背景として前年度(平成 7年)では

内閣提出の法案(102件)は通常国会で100%成立しており，国際的にも注自を

平成 8年 1月の G7蔵相会議における我が国の

国際公約であり，平成 8年6月初日にリヨン・サミットを控え政府与党は会期

に不退転の決意で臨んでいたと認められる九他方，野党第一党である

新進党は，同年 3月4日に鹿り込み戦術を採ったが，これが批判を浴び向年 3

丹24日岐阜参院補選で大敗してこれを解除した段時で政府・与党の方針に対抗

する争¥iiを失っていたと認められ，再開後の国会で

の具備に終始したと認められる(甲218号証)0 

それゆえ，期末の時点で公的資金を盛り込んだ平成 8

したとの体裁

常国会の会期内(同年 6月四日) ることは確実に進行する

3) 平成10年8月27日衆院予算委員会会議録3号， 3ページ， r朝日新開J平成10年8月27日付夕

刊， r言完売新聞J平成10年8丹28日付朝刊j。
4) 本件捜訴審に提出された王子成13年9丹10日久保亘(住専問会の当時，副総理・大蔵大臣)所見

(甲644号証)0 
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となっていたので、あり，これが与野党議員の共通認識であった九

として公的資金投入の途が拓かれていなかったとすれば，

れるのであり，この

る サこといわ

ざるをf尋ない。

5 停止条件付と解する本裁決の不犠

れた解除条件は私法上有効であっても，

ら外形ではなく実質に応、じて判断されるから，あるー

れる場合に，法律の不成立を解除条件として法律成立

以前にその効果を享受することは，恋意的な期間損益操作を可能と

しい弊害を生じさせるJとしている O この論旨は 上記 2の平成 8年 8月17日

ものと見られるが，非公式見解は下条件の成百

とするが，本裁決は「ある一定の法

律の成立以前に効果を先取りするJことを恐意的な操作を許すとする点で両者

の簡に隅たりがある。

そして本裁決の解釈は「一定の法律すなわち住専法の成立が債権放棄を正当

化し債権放棄による損失の損金算入を是認する効力Jを有していなければ成り

L 、。また，このような判断を行うには住専法の立法趣旨や各条項、の内容

を吟味することが前提である O

しかし，

自主的な債権放棄を制約しあるい

どからは，

る効力を

ることはなく，仮にそのような効力

条 2項(私有財産権の不可侵)に抵触

とすれば，その条項は憲法29

ることになる」とされて

日 本件第一審lこ提出された王子成10年 6月7日鮫島宗明(住専間会の当時，新進党所属の衆院議

員)意見書(甲218号証)0本件強訴審に提出された平成13年6月11日錦織淳(住専問会の当時，

与党所属の衆院議員)意見書('1"645号証)0
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おりヲ裁決の判断は法令解釈として到底許容されるものではない。

また句その後の訴訟において，被告・国税制は裁決の判断を奇貨としてタ①

と と のみなら

ず，②関係者合意の効力発生についても予算と

とし，更に無条件で放棄された根担保権の効力発生について本予麓と性尊注と

の成立を停止条件としたのである O

それゆえ，金融取引における解捻条件のー椴的な機能と

、て以下で言及する O

金融取引におけ

金融取引と失権約款

こと

されることもなし刊。 としての

効させるものである D こ は“エ

ベント@オブ・デフォルト"として広く している O

この解除条件を援用 らしめており?

成就@ ならない。のみならず，これらの約定は主たる

ぎないのである O 例えば金銭の貸付契約が主たる約定であり，

期棋の利益喪失条項はこれの約款である O そ

が将来の時点で破産する可能性が高いと予測される

ないのが通常である O

2 1:糞権放棄に解除粂イキが付された事例

ある平成 8年3月期において，

6) 構内龍三「課税要件の事実認定と社会通念Jr税務弘報j49巻10号， 152ページ。

7) 我妻栄・有泉享『民法II (領権)j一粒社，昭和41:年， 236-238ページ。

を締結し

として註:
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自を集めた(株)日貿信の再建計画では100社を超える関係金融機関の足並みが

未だ捕っていなかった。そこで第一勧銀をはじめとする主力六行は先行して債

権放棄に踏み切ることになり，その際に主力六行は， I日貿信の再建計画が予

定通りに進行しないことが確認されたときには，平成 8年3月期に遡って債権

放棄を失効させるJ旨の解除条件を付している。この意図は再建計画とは異な

る方策が講じられることになった場合に既に債権放棄を先行した主力六行が不

利益を蒙ることを回避するものである。

同じく平成 8年3月期に大阪銀行の系列ノンバンクである(株)だいぎんファ

イナンスは大阪地裁に特別清算を申立てた。申立ての持点で母体行である大阪

銀行は債権全額を放棄したが，その放棄契約には「特別清算の協定認可が行わ

れないときには，本放棄契約は失効するj旨の解除条件を付している O この趣

旨は特別清算の協定が法定多数で可決できず，だいぎんファイナンスが破産に

移行した場合に備えるものと認められる D そしてこの両事例は解除条件の付与

に関係なく平成 8年 3月期の損金に算入されている D

この点について興銀事件の控訴審・東京高裁平成14年 3月14B判決は「仮に

おいて損金算入が認められた例があるとしても，控訴人(国税側)

が被控訴人(興銀)を殊更恋意的に不公平に扱おうとしたと認めるに足り

情は認められなしづとしているが この説示は結論を述べるだけであり明らか

らずである O

3 解除条件付法律行為の税務処理

解除条件付法律行為による収益の認識・計上について，最高裁昭和53年2月

24日第二小法廷判決 (r民集j32巻 1号， 3ページ)は，原審が

に基づく割増賃料の受領は解除条件付の法律行為に過ぎず，暫定的で未確定で

あるから収益に計上できなLづとしたのを違法とし， I解除条件付の割増賃料

の受領は，後日に取消しとなる可能性があるが既に金員が有効に受領されてお

り，その時点で所得が実現したとすべきであるjと自判しており， I後自に仮
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執行宣言が失効し解除条件が成就した場合には，その年度の所得額から返還す

べき金額を控除して計算するj旨を判示している O この判決は金員の受領と解

除条件の成就とを切離して判断していると認められる O

また，不法行為による損失の発生と損害賠償請求権との関係について，

地裁昭和52年 3月9日判決 (r訟月j3巻 3号， 607ページ)が f法人税法は発

生主義のうち権科確定主義を採用し，収益は収受すべき権利が確定した時を，

損金は履行すべき義務が確定した侍をそれぞれの年度帰属の基準とし，不法行

為による損失は損害賠償請求権の実現を待って損失に計上すべきJとした。し

かしこの判断に対して 控訴審・東京高裁昭和54年10月初日判決 (r判タj407 

号， 114ページ)は，この第一審・東京地裁昭和52年 3月9日判決を違法とし

て取消している O その理由として， I法人税法22条は損金・益金の各項目につ

き金額を明確にして計上すべきことを制度本来の趣旨とするから，損失及び収

益が向一原因により時を隔て確定するような場合には，各個独立に確定するこ

とを原則とし両者互いに他方の確定を待たなければ一方の確定を妨げるという

関係に立つものではなしづ留を判示しているヘこの判決も損失の発生と時を

隔てた収益の計上とを切離していることは明らかである O

4 権利・義務の確定と管理支寵基準

税法・税務会計では，企業会計と異なって確定を基準とする見解が存し，上

記の東京地裁昭和52年 3月9日判決もその流れに沿うものである O

おいても既に述べたように，国税庁非公式見解や本裁決は実質的に停止条件と

読み替えて意思表示の時点で効力が発生することを否定しているが，東京地

裁・第一審の初期段階では 被告・国税側も私法上の効力は経済的実質の観点

から読み替えが可能としたが，途中から私法上は有効であっても解除条件が付

された法律行為は確定しないとの立論に切り替えている O 東京高裁・控訴審で

8) 本高裁判決は最高裁昭和60年3月14日第一小法廷判決 u税資j144号， 546ページ)にて支持

されている。
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は，国税側は「確定しなしづとするほかに，予備的に解除条件付の領権放棄は

積権者が引続き f本件債権を管理支配しているJと主張している O そこで，

定と管理支配について触れておく D

先ず¥収益に係る権利確定については，法人税法の規定に手掛かりを晃出す

ことができず，清永敬次教授は f権利確定の段階も様々であって唯一の収益計

上時期を提供するものではなしづと述べているヘまた，法人税法22条 3項 2

号を根拠とする{責務確定は，昭和35年12月

付債務と解しており これを引用する学説もみられるが1ぺ今B

は退職給付債務は不確定期限付債務であり停止条件付債務ではないとするのが

通説である。この債務確定は f最終的に金額の合理的な算定によって担保され

る」と解され11) 判例・学説もこれを支持していると考えられる 1ヘ

また，管理支配基準は滞納的な概念であり金子宏教授が「その適用範囲をみ

だりに拡捺すべきでなしづと指摘するものである 13)。本来，

においては金員が債権者から債務者に移転して発効し，債務者か

者に返還されて消滅する O 本件領権は，平成 5年4月から弁済が凍結されてお

り平成 8年3月末で債権者が回収を断念したかどうかに部らず，本件契約に伴

う金員は引続き債務者の手元に留寵されている O したがって，

解捻条件付の故をもって，債権者である興銀は

していなしづとの立論は理解に苦しむものである O

5 解除条件付f量権放藁とニ取引基準

今日の会計理論では発生主義に基づく期間計算を旨としており，これによれ

ば積権放棄と時を隔てた解除条件の成就とは別個の取ヲ!と認識すべきである O

9) 清永敬次「権利確定主義の内容Jr税経通信JI20巻11号， 95ページ。

10) 武田龍二日去人税法精説J森山書店，平成 5:q:.， 520ページ。

11) 富山哲「法人説基本通達の重要事項Jr週刊税務通信JI1074号， 10ページO

12) 中里実「企業課税における課税所得算定の基礎(5完)Jr法学協会雑誌JI 100巻 9号， 42ベー

ン。

13) 金子宏『租税法(九版)j弘文堂，平成15年， 242-243ページ。
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たとえば外貨建取引の換算に関する会計処理の基準として，我が国では，外貨

建の輸出入取引と決済取引とを独立した取引として処理を行う

による方法が公正妥当な会計慣行とされている O 因みに，外貨建の輸出入取引

と決済取引とを一連の取引とみなす (rー取引基準J) と収益の額が為替決済完

了の時まで確定しないことになる弘)。

この外貨建輪出入取引と決済取引とは 前者が発生すれば時を隔て後者の取

引は必ず生ずることになる O しかし，解除条件付債権放棄では，債権放棄によ

る損失が法律行為の時点で発生するが，時を稿て解除条件が成就するか否かは

不明であり，仮に解除条件が成就したとしても荷がしかの雑益が実現するかど

うかも不明である O 解除条件が不成就の場合は法律行為の時点で発生した損失

がそのまま持続することで確定することになる O したがって，将来，発生する

かどうかが不確かな解除条件の成就については債権放棄による損失の計上とは

切離し別個の取引として認識するのが公正妥当な会計処理の基準に適合するこ

とになる O また，上記判例の論旨からも債権放棄と解除条件の成就とは別個の

取引と解するのが妥当である。

6 解捺条件村債権放棄の会計処理

債権放棄による損失は，解除条件付で、あれ無条{牛であれ，法律行為の時点で

損失を計上することになる o JHL社は期末の時点で債務免除益を計上してお

り，これと表裏の関係にある債権放棄損を計上するのが正しい会計処理である D

たとえば興銀の請求を棄却した控訴審・東京高裁平成14年3月14日判決も

rJHL社は平成 8年3月期に3760億円の債務免絵益を計上したJ(同判決文，

37ページ)と認定している D なおヲ本件が停止条件付であれば期末の時点で債

務免除益は計上されず同時に債権放棄損も計上されない。

期末時点で消滅した債権が平成 8年12月末自の経過により復活したとしても，

両者の間に河質性は認められなL、。本件の蜜権総額3760億円は，甲 4

14) 伊藤邦雄 f現代会計入門(六版H 日本経済新聞社，平成18年， 657ω660ページ。
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のとおり手形形式の貸付契約(1件:1570億円)と証番形式の複数貸付契約

(19件:計2190億円)から構成されており夫々の貸付契約はその成立時期や債

権金額を異にしている O

この証書形式の貸付契約 (2190億円)は 期末日に根担保権が無条件で放棄

されており，興銀が証書貸付に係る根担保権を放棄したことは債権譲渡担保契

7条の規定(甲25号証)に別り JHL社が他の担保権者に書面にて通知し

ているから権利移転は完結している O ちなみに手形形式の貸付契約(1570信、

円)は，平成 4年の第一次再建計画の経緯から既に無担保の状態、にあった。

このことから，仮に条件が成就して本件債権が復活したとしても，それは全

額無担保であるから無価値の債権が復活するに過ぎず，回収可能牲の見地から

条件成就や法的整理移行の可能性を開題にする実益は存しない。

111 興銀事件に{系る学説の動向

1 黛{到jれを確定損とみる見解

谷口勢津夫教授は， した評釈において貸額i損失は確定損であると

して，興銀事件の最終審である最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決は

権放棄を要請しているjと解するようである。すなわち(谷口評釈>519-520 

ページには「上記最高裁判決が当該金銭債権の……全額が回収不能であるこ

とは客観的に明らかでなければならないJとの表現を捉えて「この客観的には

三つの意味に解されるとし 第一は債務者の客観的な財務状況の意味であり，

第二は本件債権の放棄が公知の事実となっているとの意味であり，第三は客観

的な経済的環境との意味であるjとしている O

しかし本事案は， JH仁社の破綻処理に際して，立場の異なる複数の債権者

が存し夫々の利害が錯綜したが，最終的に二度に亘る再建計画の経緯・

鑑みて政府が斡旋した処理策に沿って調整が図られ合意に達したものである O

その結果として本件債権が弁済111夏序において最劣後に位置することになり全額

無価値に帰したのであり，谷口評釈の第二で強調されている「本件集権の放棄
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が公知の事実となっているjかどうかとは無関係であると考えられる。

また， <谷口評釈)525ページでは「本最高裁判決は貸倒損失を確定損として

捉えており，それは詳細損と区別されるもので，債権の滅失・無価値化を内容

とする確定損の発生をもって損金に計上されるJ皆を説くがこの論理は難解で

ある O 何故なら，本件債権が無価値に帰したときには貸常対照表能力を喪失し

ており，簿外の請求権をも滅失させるべき必要性は存しないからである。

2 鐘楼の金部放棄と部分的放棄に関する毘解

谷口教授は「本最高裁判決は，債務免除による貸倒損失の損金算入と子会社

との棲み分けを明確にしたJとし「債権の全

額放棄の場合には前者の処理，債権の部分的放棄の場合には後者の処理にそれ

ぞれ一本化することによって，課税実務に根強し、後者による不良{棄権処理に対

して明確な射設と正当な位置付けを与えたものJと評価されている(<谷口評

釈)521ページ)。しかし，子会社等の撤退損の場合で通達 9-4-1を適用する局

面は，債権の部分的放棄の場合に限定すべき理由がなく，また本最高裁判決が

と部分的放棄との棲み分けを明確にしたと解することは独自の

見解である G また， <谷口評釈)520ページの和歌山銀行の場合は総合住金(住

に対する「母体行領権を全部放棄jする

例であるから， として債権を部分的放棄する場合に当らな

いのである。なお，法人税法33条2項が f金銭債権の評価損を禁止しているJ

ことを根拠として「貸倒損失の計上は領権全額に限られるjとする見解が根強

いが，谷口教授の見解のとおり「貸桝れは評髄損でなく確定損Jと解するので

あれば部分貸倒れを排除すべき理由がない。

さらに，谷口教授は「興銀が本事業年度に領権放棄をしないで貸倒損失を損

していたとすれば，第一審は認めても最高裁は認めなかったで、あろ

うjとし， I放棄の日Jと るが， この f放棄の日」との表現は

後日出状された最高裁インターネットの「要約Jに用いられているに過ぎない。
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なお，平成16年12月24日付の判決文は第一審判決を正当としているが，

が下級審を f正当jと評価するのは積識的に是認する趣首でありへ第一審と

との間で論旨に相違があるとは考えられられない。

3 本件穣権の回収不能に{系る見解

醍醐総教授は，冒頭に摘示した評釈にて興銀事件の控訴審判決を要約して，

①「平成 8年 3月末の時点で JHL社にはなお負債総額の43.9%に相当する l

兆817億円の総資産が残されていたJとし，② IJHL社の母体・一般・系統の

金融機関は，本件事業年度中に，本件閣議決定及び閣議了解に基づく住専処理

同意していたが，その同意はあくまでも，住専処理法及び住専処理に係

る予算が成立して公的資金が導入されることを大前提とするものであったJと

して，③ IJHL社の関係金融機関は，その後，翌事業年度に入ってから

処理法が成立し， JHL社がその営業を譲渡したのを受けて，預金保険機構が

した住専処理に係る基本協定に同意したのであるから，行政機関の斡旋によ

る当事者の協議が成立したのは翌年度においてであったというべきであ

り，……本件事業年度中における損金算入は認めることはできなLづと強調

されている O

これに関する事実経過の流れは，預金保険機構が基本協定を示したのは平成

8年8月初日であり， JHL社が住宅金融債権管理機構に営業譲渡を実行した

のは同年10月1自であって，関係金融機関が基本協定に同意したのは同年12月

25日である O この間の同年 9月末日に JHL社の残る母体行(日債銀)や全一

般行の債権放棄が完了していたのであるから，仮に IJHL社が営業譲渡をし

たのを受けて， JHL社の関係金融機関は預金保験機構が示した住専処理に係

る基本協定に同意したJのであれば， JHL社の残る母体行や全一般行は「関

係金融機関の同意Jを待たずして債権放棄を行ったことになるのである O

また，本控訴審判決は， I関係金融機関は平成 8年8月初日基本協定に改め

15) 大野正雄『弁護士から裁判官へj岩波害賠，王子成12年.50ページを参照。
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て向窯したから，この頃に行政機関の斡旋による したjと

している(控訴審判決文， 37ページ， 38ページ， 40ページ， 45ページ)。

しかし，その同意が仮に「平成 8年度予算及び住専j去の成立を前提とするjと

しても，予算や法案が成立した段階で、は自動的に効力が生ずるのであって改め

ての同意は不要である。

4 JHL社の資産状況と最高裁判決の論皆

醍醐教授は， 8年3月末の時点で JHL社には負債総額の43.9%

る1兆8171意向の総資産が残されていたとするが しかるに控訴審判決は

(証拠関係)の二(本件債権放棄に至る経緯)で認定した事実によるJ

として根拠を不明確にしたままで「その当時， JHL社には負債総額の 4割に

上る 1兆円の総資産が残されていたと

る(控訴審判決文38ページ)。

れるJとの駿味な表現を採ってい

醍醐教授が 1兆817億円の総資産と摘示するからには，これは ]HL社平成

8年3月期有価証券報告書(甲359号証)に依拠していることは明らかである O

そうすると以下の諸点の関係を詳らかにする必要がある O 先ず， ]HL社平成

8年 3月 は3760億円の{責務免除益が計上されており， JHL 

したことについて会計上・課税上も特段の批議

がみられなし、。そうであれば JHL社の貸借対照表に計上されている負領総額

には興銀の同社に対する3760催、円の貸付金が除外されていることを認めるべき

であり，除外された債務を加算して“負債総額の43.9話"とすることは複式簿

記の原則と相容れない。

次に， JHL社は平成 8年3月27日に再建を断念し解散の方針を機関決定し

ているのであるから 同社の資産価額は清算価値で把握されることになる O そ

して r2次口スJなどを内包した l兆817億円の総資産は「政府案が確実に

現するJことを前提にしていることは，同社の平成 8年6月初日定時株主総会

の後に調製・作成された有価証券報告書の冒頭の記載からも明白である O そう
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すると政府案が実現する場合を前提とする 1~1S817億円の総資産を持ち出して，

政府案が実現しない場合を前提とする法的整理の可能性と併存させることは

((醍醐評釈>72-74ページ)，同時に成立しないこつの事象を組み合わせるもの

で論理矛盾というべきである日)。

5 解除染件の成就・不成就と会計処理

醍醐教授は，解除条件が付されたことが債権放棄の効力にどのような影響を

及ぼすか，ひいては債権放棄損の実現・未実現にどのように関わるかを検討す

る必要があるとし，民法127条の規定をu歯み神いて検討している((醍醐評釈〉

76ページ)。しかし，その噛み砕き方自体が適正とは考えられない。

先ず，停止条件については「入学試験に合格したら時計をあげるJと要約さ

れておりこれは多くの文献に採られているー殺的な例示である。しかし，解徐

条件について「入学試験前に時計をあげるが試験に不合格なら返してもらうJ

と噛み砕くことは甚だ疑問があり，条件に関する文献にはこのような例示は皆

無であるへこれを敢えて善解すると，試験合格の可能性が高く予め時計をあ

げるが，試験で油断なきょう促す趣旨で「万一不合格なら返してもらうJと訓

告する場合しかないであろう。

これは一般的な解除条件の例示として「奨学金を支給するが成績が落ちたら

支給を止めるjとする例示と類似した考え方であるへこのことは，醍醐教授

の意図と反し解捻条件は「不成就の可能性が高しづことを黙示の前提としてい

ると解するべきであり，“時計が既に相手方に移転している事実"におい

計を無条件であげるのと同じである O

16) この立を的確に指摘するものとして，醍醐教授も引用する河本一郎・渡辺幸則「住専向け償権

の貸出金償却を巡る東京地裁判決Jr商事法務.1593号， 7ページを参照。

17) 醍醐教授が引用した，星野英 r民法概論u良書普及会，昭和59年， 239…242ページO 須永

富事{新訂民法総問要論(ニ版H勤草書房，平成17年， 181-188ページ。吉田豊『民法総別講義J
中央大学出版部，平成12年， 529司 546ページ。この「試験前に時計をあげるが，試験に不合格な

ら返してもらうJとするのは，返還請求権が付された贈号と解するのが自然である。

18) 遠藤浩ほか編『民法(1)総別(三瓶H有斐閣，平成 7年， 222ページ。
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それゆえ，停止条件と解除条件とを「条件成就の可能性Jにのみ依拠して，

債権放棄損の実現・未実現と結び付ける試みはその前提において破綻している

のである。また， 1糞権放棄のみならず法律行為に解除条件を付すことが合理性

を欠くと判断されるのであれば，附款それ自体を無効と解すべきであり，本件

債権放棄については約款が無効であれば無条件の積権放棄に帰することになる O

そもそも条件は将来の不明な事実にかからしめるのであるから，条件成就の

可能性も不明であり，その成就の可能性をあれこれ詮索すること自体が無意味

なのである O

6 住専処玉虫と監査法人の適正意見

醍醐教授は，平成 8年3月期における興銀の JHL社向けイ棄権処理と平成 8

3月期における大東銀行・長野銀行の有価証券報告書の注記事項を合めた決

とを対比し同じ中央監査法人が何れも無限定適正と評価したことを殊更

に取り上げて「大東銀行・長野銀行が採用した会計処理の方が実態を反映した

処理であり，これと相反する輿銀の財務諸表に無限定適正意見を表明した監査

は疑義を拭えなしづと結論付けている((醍醐評釈>77-79ページ)。これは，

平成 8年3月末において，政府の住専処理策の実現が予断を許さない状況にあ

り法的整理移行の可能性が相当あったとする所論を前提として分別するもので

ある O しかしこの結論は正しくなし、。

先ず，長野銀行・大東銀行が平成 8年3月期に総合住金向け母体行債権額の

48%相当額を{賞却した事実をみるべきである O おそらく「両行は法的整理の可

能性を考慮して部分間接償却に止めたjと醍蹴教授が理解したと推測されるが，

平成 8年3月期における総合住金の債務超過の割合は56%超に達しており，現

に総合住金の一般行であった興銀が同社の幹事行である名古屋銀行(第二地銀

協会長行)からの通知により部分償却した割合は56%であった。したがって，

・大束の間行が政府案の成立は予断を許さないとして，法的整理の可能性

を考慮し「プ口ラタ を下回る48%相当の部分積却を行ったとすると償却
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不足となってしまうのである O

この債権額の48%相当額を償却し損失に計上する方策は有税鑓却に伴う税負

担の取戻効果(当時の実効税率は52%) を援用し要償却額を描完するものとさ

れておりは日経新開j平成 8年3月初日 ，第二地銀の中で多数の銀行が

採用した方策である O このような税効果を先寂りし

( 1一実効税率)ココ実際の積却額)は 平成 7年9月中間期において兵庫銀行系

ノンバンクの特別清算の申立てに伴う償却処理に捺して 大蔵省金融検査部と

あるが，住専処理においても従

前から分割償却の要請が強かった第二地銀と大手監査法人との関で選択された

苦肉の策というべきものである O

そして，この税効果を先取りした会計処理(ネット・オブ@タックス)が成

る要件としては，①当期の有税償却が必ず無税償却に振替ること，②翌

期の無税振替時に十分な課税所得の発生が見込まれることが前提となるlヘ
に①の要件を充たすには翌期に政府の住専処理策が確実に成立することである

から，政府案の成立は予断を許さないとの認識と48%相当額の間接償却とは両

立しないのである O

7 法的整理移行の可能性について

政府の住専処理策が頓挫する可能性すなわち本件解除成就の可

能性について次のような理由を挙げているが((醍醐評釈>73-76ページ)，そ

れは妥当とはし、えない。すなわち，平成 8年6月13日参院特別委員会における

「久保盟大蔵大臣の政府の住専処理策が白紙の戻ることになると，方法として

は法的整理以外になくなると患っているjとの答弁を引用して，醍醐教授は

「住専処理策が成立しない場合には法的整理に移行する公鑑が高いこと

しているJとする O

19) この諸点は控訴審に提出された平成13年9月11日村田邦弘意見書(申649号証)3-4ページを

参照。
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しかし，興銀事件の第一審である東京地裁平成13年 3月2日判決は，この答

弁が既に平成 8年予算が成立し住専処理法が同年 6月8自に衆読本会議で可決

した後であることを酪酌して 「公的資金の導入に難色を示す野党側を久保大

蔵大臣が牽制したものに過ぎなしづと判示している(第一審判決文， 237ペー

ジ)。また，後の控訴審に提出された平成12年 9月10呂久保亘所見も「野党の

抵抗で審議が長引くことを牽制し早期に政府案を実行すべきJ旨を示唆したも

のであると明言しており，平成 8年 6月13自の久保答弁をもって政府の処理策

が台紙となる可能性が高いとすることはできない。

8 解除条件成就の可能性に関する犠討

醍醐教授の論旨は，平成 8年3月末の現況で本件解除条件が「成就の可能性

が高しづことを唯一の前提としていることは明らかである O しかし，民法の古

くから確立した定説は「条件たる事実は発生するかどうか不明なものであるJ

としており 20) 解除条件付法律作為は意思表示の時点で効力が生ずることにな

るO

これを醍醐教授の噛み砕し、た要約に当て翫めると「試験に合格するかどうか

は不明であるが時計が相手方に移転した事実jにかんがみて，本杵では

に3760億円の債務免除益が計上Jされ「興銀ではf棄権放棄損を計上Jするこ

とになる O

そもそも -課税上の「損失J ょっ ことにな

り，それは条否不明な解除条件の帰趨に左右されるものではない。

なお，興銀事件の第一審である東京地裁平成13年 3月2B判決は，

として成立しなかったとしても，

を前提とする新たな住専処理策が策定されることは確実な状況jと判示してい

るのである(第一審判決文， 241ページ)。

20) 我妻栄・有泉享『民法 1 (総期・物権法).1一粒社，昭和41年， 173ページ。内部費『民法lJ

東京大学出版会，平成17年， 293ページ。
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まとめ

租税法の純粋理論によれば，解除条件付の債権放棄の効力は意怠表示の時点

で発生するが， r課税庁は本更正理由において本件債権放棄は寄附金非該当j

としているから「本件放棄された債権は既に無儲舗であったjと解するべきで

ある O また，解除条件の成就・不成就は将来の事象であるから，既に放棄され

た債権が復活するかは後日に一部価値を回復するか否かにかかっており，無価

笹の債権が復活しても無意味である O それ故，条件の成否が確定しないとする

だけで損金計上を否認することは論理的に誤っている O

また，会計研究者の見解によれば，解除条件付の債権放棄について「法壁行

為の時点で放棄損を計上するが，時を繍て条件が成就した場合にはその時点で

るのが一般に公正妥当な会計処理の基準に適合するJとしてい

るO この場合に会計研究者は「条件が成就しても商法34条3項の規定から間収

が実現した金額を収益に計上すべきことになり回収が実現しない場合にはゼロ

となるJとしている O

その意味で本件損失は，谷口教授が指摘する「確定損jに該当するかは那と

して，債権放棄の有無に関係なく平成 8年3月期の損金の額に算入されるべき

ものである O この場合，債権放棄を実行する意義は債務者である ]HL

務免除議を計上し清算手続きの保進に弾みを付けることに主眼を霊くものであ

るO このことは JHL社からの平成 8年3月27日「債務免除要請書」には同社

の方針として「早期に解散と営業譲渡の実行に向けて注力する所存Jと

れており，これを解除条件として同社に対し方針の実行を督促することに何等

の批義を受けるべきいわれがない。

醍醐教授は「興銀は法的整理に移行する可能性を考慮していた」とするが，

およそ企業経営は不測の事態に舗えることを旨とするから，あらゆる可能性を

ることは当然のことである D


